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暫定サービス利用時の届出フロー

暫定サービス利用時 認定結果確定 見込み違いの場合

A
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パターン

認定結果の見込みが・・・

認定結果の見込みを立て、

担当する事業者のどちらか

１つの届出書を提出

(b)申請前の介護度区分と同じ場合

→ 担当継続となるため届出不要

(a)申請前の介護度区分と異なる場合

→ 見込みに応じた届出書を提出

介

護

認

定

審

査

会

事業者は①で連携していた

事業者と速やかに連絡を取

り、①の届出日まで遡って

届出書の提出が可能

事業者は①で連携していた事

業者と速やかに連絡を取り、

②

(b)認定の有効期間開始日まで

届出書の遡って提出が可能

(a)①の届出日まで遡って

届出書の提出が可能

②

①

①

《別添１③》


